
※(株) キューコーリースは団体積立終身保険の加入対象外です。
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株式会社 九電工ホーム 保険事業部

安 心 プ ラ ンくらしの
2 0 2 6

クラフティアグループ社員のみなさまへ

●スーパーBグループ保険
●団体積立終身保険
●団体総合生活補償保険
●団体ゴルファー保険

申込書提出先 株式会社九電工ホーム 保険事業部

2026年度
保険募集案内
2026年度
保険募集案内

2026年

6/1月 6/19 金

募　集　期　間

クラフティア
グループ
会　社



あなたやご家族が安心して仕事や生活を日々送るために

それぞれに合ったライフプランをご提案し

保障の設計をお手伝いします。

CONT ENT S

2

10

生活補償保険 18

32

2026年 6月1日（月）～19日（金）

［受付時間］ 月曜日～金曜日　午前9時～午後5時
（祝日・夏期休暇期間・年末年始を除く）

TEL.092-533-4153
株式会社 九電工ホーム 保険事業部

安 心 プ ラ ンくらしの
2 0 2 6



団体定期保険の魅力

この保険は福利厚生制度の一環です。この保険は福利厚生制度の一環です。この保険は福利厚生制度の一環です。この保険は福利厚生制度の一環です。

医師の診査は不要お手頃な保険料

毎年見直し可能

医師の診査はなく、告知事項に該当が
なければお申込みいただけます。

まとまった人数で加入することにより、
お手頃な保険料で保障が準備できます。

ライフステージの変化に合わせて、
毎年保障額の見直しができます

剰余金があれば、配当金も
剰余金が生じた場合には、配当金が

支払われ、実質の負担額が軽減されます。
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登録番号 CG2026-0063

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の抱える
リスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。 金融庁公的保険ポータル

お申込みにあたっては、本資料をご覧いただき、保障内容、保険料、保険金額、保険期間、配当金の有無
などが自身のご意向（ニーズ）に沿った内容となっているか、必ずご確認ください。

ご意向（ニーズ）確認のお願い

【契約概要・注意喚起情報】
　証券番号530487102

スーパーBグループ保険スーパーBグループ保険
団体定期保険
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※詳細は住友生命ホームページ『団体保険における死亡保険金・入院給付金などの手続きと
　お支払いガイブック』にも掲載していますので、ご参照ください。

住友生命
ホームページ

スミセイフリーダイヤル（団体保険支払室） 【受付時間】

月曜日〜金曜日 午前 時〜午後 時

（祝日・ 月 日〜 月 日を除く）0120-307191

■保険金・給付金のご請求について

保険金・給付金のご請求は、勤務先の会社等を通じてのお手続きとなります。
「お支払事由」に該当する可能性がある場合は、勤務先の会社等に申し出てください。
ご不明な点がございましたら、契約者（団体）の事務担当者に確認いただくか、以下へお問い合わせください。

住友生命からの
お知らせ

87
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拠出型企業年金保険 一時払退職後終身保険

団体積立終身保険制度団体積立終身保険制度
新規加入・増口のおすすめ

登録番号／CP2026-0013

■本制度は、クラフティア独自の福祉事業として、1980年6月にスタートし、多くの加入者のご協力で順調に運営され、
　今回で47年目を迎えました。
■定年退職後の豊かな安心のある生活設計づくりのために、一層のご加入および増口されるようおすすめします。

ご意向（ニーズ）確認のお願い
お申込みにあたっては、本資料をご覧いただき、保障内容、保険料、積立金（給付額試算表の内容）などが
自身のご意向（ニーズ）に沿った内容となっているか、必ずご確認ください。

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

加入口数は任意に設定できます計画的に退職後の準備ができます

保険料控除の対象となります

口数制の制度ですので、加入口数は
ライフサイクルに合わせて任意に設定できます。

在職中の積立てにより退職後の
準備ができます。

保険料は一般生命保険料控除の対象となり、
所得税・住民税の税額が軽減されます。

幅広い給付内容で安心です
中途で脱退された場合、払込期間中に

死亡された場合でも給付が受けられます。

拠出型企業年金保険の魅力

ゆとりある老後生活、豊かな生活設計のためにゆとりある老後生活、豊かな生活設計のためにゆとりある老後生活、豊かな生活設計のためにゆとりある老後生活、豊かな生活設計のために

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等も
ふまえ、ご自身の抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を
ご理解いただきご検討ください。

厚生労働省
公的年金
シミュレーター

金融庁
公的保険ポータル
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10 
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900
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1,620
1,800
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2,160
2,340
2,520
2,700
2,880
3,060
3,240
3,420
3,600
3,780
3,960
4,140
4,320
4,500
4,680
4,860
5,040
5,220
5,400
5,580
5,760
5,940
6,120
6,300
6,480
6,660
6,840
7,020
7,200

177
356
536
718
901
1,087
1,273
1,462
1,652
1,843
2,036
2,231
2,428
2,626
2,826
3,028
3,232
3,437
3,644
3,853
4,064
4,276
4,490
4,707
4,925
5,144
5,366
5,590
5,816
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6,738
6,974
7,212
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8,431
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⑦ 掛金払込満了時の給付内容

【Ａ】終身保障（一時払退職後終身保険）

・払込満了時の積立金を一時払保険料として払い込み、終身保険に加入（転換）します。
 （ただし、払込期間満了時の金利情勢等によっては転換できないことがあります。）
・終身にわたり、被保険者の死亡または高度障害に対して保険金が支払われるしくみの個人保険です。
・転換の手続きにあたっては、転換時にお渡しする「ご契約のしおり 定款･約款」、「一時払退職後終身保険 契約
　概要・注意喚起情報」を受取りのうえ必ずお読みください。

この制度は当社が住友生命と締結した一時払退職後終身保険事務取扱協定に基づき運営されます。

転換時期

保険金額

転換の取扱い

一時払退職後終身保険の加入申込みの手続きは当社に連絡してください。
加入申込みの

手続き

引受保険会社

払込満了年齢到達時とします。

最高保険金額 3000 万円、最低保険金額 100 万円とします。
※保険金額は転換時の積立金額および保険料率を基準にして計算しますので転換時にお渡しする「一時
　払退職後終身保険 契約概要・注意喚起情報」等を参照してください。

一時払退職後終身保険は当社を経由して加入者が直接契約していただきます。
その際、住友生命から保険金額等を記載した「保険証券」が送付されます。
転換後の保険金の請求は当社を経由せず住友生命に直接連絡してください。

【Ｂ】年金受取（拠出型企業年金保険）

・払込満了年齢に達したとき、加入者に年金が支払われます。
・年金受取期間中に死亡された場合は、残りの期間引き続き民法に基づく加入者の遺族（法定相続人）に年金が支
　払われます。

（選択できる年金種類は P13「⑨年金種類」を参照ください）

◆ 加入期間10年以上の方 ⇒ 確定年金
　　　　　　　（ただし、基本年金月額が１万円未満の場合は一時金受取のみとなります。）

【Ｃ】一時金受取（拠出型企業年金保険）

払込満了時の積立金が加入者に支払われます。

⑧ 掛金払込期間中の取扱い

◆脱退された場合

◆死亡された場合【遺族一時金】

脱退一時金

死亡時点の積立金に月払 1 口あたり 3,000円を加算した金額が、遺族一時金として遺族に支払われます。

脱退時点の積立金(脱退一時金)が加入者に支払われます。

終身保障

中途脱退時の直前2年以上継続加入されていた方は払込満了年齢到達前に退職された場合
でも50歳以上で、かつ保険金額が100万円以上であれば、一時払退職後終身保険に転換で
きます。ただし、告知または健康診査の結果による健康状態、中途脱退時の金利情勢等に
よっては転換できないことがあります。

年金受取
加入期間2年以上かつ脱退時の年齢が50歳以上の方 ⇒ 確定年金
（ただし、基本年金月額が1万円未満の場合は一時金受取のみとなります。）

⑨ 年金種類

選択できる年金種類は次のとおりです。

年金種類

確定年金

給付内容
基本年金月額 1 万円を受け取るために必要な積立金額
(この金額は住友生命（事務幹事会社）のものであり、
今後の経済情勢などにより変動することがあります。)

年金受取期間中は加入者の生死にかかわらず
年金が支払われます。

10年確定年金 1,140,333円

※ 個別の税務取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。記載の内容は、2025年8月現在の税制に基づいています。

　 今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。
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⑦ 掛金払込満了時の給付内容

【Ａ】終身保障（一時払退職後終身保険）

・払込満了時の積立金を一時払保険料として払い込み、終身保険に加入（転換）します。
 （ただし、払込期間満了時の金利情勢等によっては転換できないことがあります。）
・終身にわたり、被保険者の死亡または高度障害に対して保険金が支払われるしくみの個人保険です。
・転換の手続きにあたっては、転換時にお渡しする「ご契約のしおり 定款･約款」、「一時払退職後終身保険 契約
　概要・注意喚起情報」を受取りのうえ必ずお読みください。

この制度は当社が住友生命と締結した一時払退職後終身保険事務取扱協定に基づき運営されます。

転換時期

保険金額

転換の取扱い

一時払退職後終身保険の加入申込みの手続きは当社に連絡してください。
加入申込みの

手続き

引受保険会社

払込満了年齢到達時とします。

最高保険金額 3000 万円、最低保険金額 100 万円とします。
※保険金額は転換時の積立金額および保険料率を基準にして計算しますので転換時にお渡しする「一時
　払退職後終身保険 契約概要・注意喚起情報」等を参照してください。

一時払退職後終身保険は当社を経由して加入者が直接契約していただきます。
その際、住友生命から保険金額等を記載した「保険証券」が送付されます。
転換後の保険金の請求は当社を経由せず住友生命に直接連絡してください。

【Ｂ】年金受取（拠出型企業年金保険）

・払込満了年齢に達したとき、加入者に年金が支払われます。
・年金受取期間中に死亡された場合は、残りの期間引き続き民法に基づく加入者の遺族（法定相続人）に年金が支
　払われます。

（選択できる年金種類は P13「⑨年金種類」を参照ください）

◆ 加入期間10年以上の方 ⇒ 確定年金
　　　　　　　（ただし、基本年金月額が１万円未満の場合は一時金受取のみとなります。）

【Ｃ】一時金受取（拠出型企業年金保険）

払込満了時の積立金が加入者に支払われます。

⑧ 掛金払込期間中の取扱い

◆脱退された場合

◆死亡された場合【遺族一時金】

脱退一時金

死亡時点の積立金に月払 1 口あたり 3,000円を加算した金額が、遺族一時金として遺族に支払われます。

脱退時点の積立金(脱退一時金)が加入者に支払われます。

終身保障

中途脱退時の直前2年以上継続加入されていた方は払込満了年齢到達前に退職された場合
でも50歳以上で、かつ保険金額が100万円以上であれば、一時払退職後終身保険に転換で
きます。ただし、告知または健康診査の結果による健康状態、中途脱退時の金利情勢等に
よっては転換できないことがあります。

年金受取
加入期間2年以上かつ脱退時の年齢が50歳以上の方 ⇒ 確定年金
（ただし、基本年金月額が1万円未満の場合は一時金受取のみとなります。）

⑨ 年金種類

選択できる年金種類は次のとおりです。

年金種類

確定年金

給付内容
基本年金月額 1 万円を受け取るために必要な積立金額
(この金額は住友生命（事務幹事会社）のものであり、
今後の経済情勢などにより変動することがあります。)

年金受取期間中は加入者の生死にかかわらず
年金が支払われます。

10年確定年金 1,140,333円

※ 個別の税務取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。記載の内容は、2025年8月現在の税制に基づいています。

　 今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。
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「新規にご加入の方」と「増口を申込みされる方」のみご提出ください。
既にご加入の方で加入内容に変更のない方は、申込書の提出は不要です。

申　　込　　書　　記　　入　　例

【ご注意】

4　　  6　　  10

加入申込書
団体積立終身保険

住友生命保険相互会社　行　

次のとおり申込みいたします。 申込みにあたり、 私は現在正常に勤務しています。

以下の者について加入資格を満たしていることを確認し、
下記申込日付にて当契約の加入を申込みます。

契約者
株式会社　クラフティア

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

既加入口数
1口掛金額

お申込口数 お申込掛金額 合計掛金額

事務担当者氏名
 （ご記入ください。 ご記入に代わり押印でも結構です。）

ご契約者
ご使用欄

(会員番号等のチェックにご使用下さい)

ご
契
約
者
記
入
欄

ご
加
入
者 

（
被
保
険
者
） 

記
入
欄

加入案内用資料を読み、重要な事項（契約概要・注意喚起情報等）の内容、
個人情報の取扱いおよび申込内容が自らの意向（ニーズ）に沿ったもので
あることを確認・同意のうえ、契約者あて当制度への加入を申込みます。

ご 署 名

お  申  込  内  容

性  別
男＝1
女＝2

元号 ：
生　年　月　日

新規＝1
増口＝2

制度区分
元号 年

フリガナ

姓 名

月 日昭和＝3
平成＝4
令和＝5

申込日
証券番号

被保険者番号

年　　　　月　　　　日

月払

所属コード
社員コード

被保険者名

円3 , 0 0 0 45

3 6 3 0 3 0 1 0 2

01010410
820520

キュウシュウ タロウ

1

1 4 0 5 0 3 0 5

令和 8 9 1

* *****************************
***********

*****
*****

申込
区分

新規加入の方新規加入の方

1068

3 9 0 0 0

九州    太郎

九州 太郎

4　　  6　　  10

加入申込書
団体積立終身保険

住友生命保険相互会社　行　

次のとおり申込みいたします。 申込みにあたり、 私は現在正常に勤務しています。

以下の者について加入資格を満たしていることを確認し、
下記申込日付にて当契約の加入を申込みます。

契約者
株式会社　クラフティア

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

住友生命
使用欄ご加入年月

既加入口数
1口掛金額

お申込口数 お申込掛金額 合計掛金額

事務担当者氏名
 （ご記入ください。 ご記入に代わり押印でも結構です。）

ご契約者
ご使用欄

(会員番号等のチェックにご使用下さい)

ご
契
約
者
記
入
欄

ご
加
入
者 

（
被
保
険
者
） 

記
入
欄

九州 次郎

加入案内用資料を読み、重要な事項（契約概要・注意喚起情報等）の内容、
個人情報の取扱いおよび申込内容が自らの意向（ニーズ）に沿ったもので
あることを確認・同意のうえ、契約者あて当制度への加入を申込みます。

ご 署 名

お  申  込  内  容

性  別
男＝1
女＝2

元号 ：
生　年　月　日

新規＝1
増口＝2

制度区分
元号 年

フリガナ

姓 名

月 日昭和＝3
平成＝4
令和＝5

申込日
証券番号

被保険者番号

年　　　　月　　　　日

月払

所属コード
社員コード

被保険者名

円3 , 0 0 0 45

3 6 3 0 3 0 1 0 2

9 3 9 3 0 4 4 5 1 2 3

01010421
851193

キュウシュウ ジロウ

2

1 3 6 3 0 4 0 1

令和 8 9 1

* **********************************

申込
区分

増口の方増口の方

1068

35口 9 0 0 0 2 4 0 0 0

九州    次郎

募  集  締  切  日

募　集　期　間

引受保険会社（引受割合）

5％

20％

5％

2026年6月1日（月）～6月19日（金）
2026年6月19日（金）
2026年9月1日午後4時～1年間
2026年9月より毎月給与天引させていただきます。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （引受幹事保険会社）(50.0%)
東京海上日動火災保険株式会社(26.0%)　AIG損害保険株式会社(8.0%)　損害保険ジャパン株式会社(4.0%)
三井住友海上火災保険株式会社(10.0%)　日新火災海上保険株式会社(2.0%)

2026
年度

株式会社クラフティアおよび関連会社役職員の皆さまへ

※上記団体割引は、被保険者数1,000名以上5,000名未満で算出しています。

【ご注意】2025年10月商品改定により補償内容・保険料が変更になっております。
　　　　自動継続される方も必ず内容をご確認ください。

保険料の払込方法

新規加入・変更・解約される方のみ加入申込票に必要事項をご記入いただき署名のうえご提出ください。

加入申込票は株式会社 九電工ホーム 保険事業部までご提出ください。

20％

加 入 申 込 票

※この保険契約は6社による共同保険契約であり、各引受保険会社は引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は幹事会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支
　払いその他の業務を行っております。
※実際に引受けを行う保険会社、およびその引受割合は変更になる可能性があります。これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店
　または引受保険会社にお問合わせいただきますようお願いいたします。

年に1度の募集です。この機会に是非ご加入ください!!

※この保険は株式会社クラフティアを保険契約者とし、株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員を加入者とする「団体総合生活補償保険」の団体契約です。
※被保険者（補償の対象となる方）ご本人の範囲：株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員本人、役職員の配偶者、子ども、両親および兄弟姉妹、
　役職員と同居されている親族からお選びいただいた方「ご本人」です。

団体総合生活補償保険普通保険約款＋傷害補償（標準型）特約＋交通事故危険増額支払（保険金額別建用）特約＋日常生活賠償特約＋天災危険補償特約
団体総合生活補償保険普通保険約款＋傷害補償（標準型）特約＋交通事故危険のみ補償特約

団体総合生活補償保険のご案内団体総合生活補償保険のご案内

〈現契約適用割引〉 〈本募集の適用割引〉

団体割引 団体割引
損害率による割引が
適用になります。 損害率による割引が

適用になります。

保険期間（ご契約期間）

提　　出　　先

取扱代理店 株式会社 九電工ホーム
〒810-0011福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153
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「新規にご加入の方」と「増口を申込みされる方」のみご提出ください。
既にご加入の方で加入内容に変更のない方は、申込書の提出は不要です。

申　　込　　書　　記　　入　　例

【ご注意】

4　　  6　　  10

加入申込書
団体積立終身保険

住友生命保険相互会社　行　

次のとおり申込みいたします。 申込みにあたり、 私は現在正常に勤務しています。

以下の者について加入資格を満たしていることを確認し、
下記申込日付にて当契約の加入を申込みます。

契約者
株式会社　クラフティア

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

既加入口数
1口掛金額

お申込口数 お申込掛金額 合計掛金額

事務担当者氏名
 （ご記入ください。 ご記入に代わり押印でも結構です。）

ご契約者
ご使用欄

(会員番号等のチェックにご使用下さい)

ご
契
約
者
記
入
欄

ご
加
入
者 

（
被
保
険
者
） 

記
入
欄

加入案内用資料を読み、重要な事項（契約概要・注意喚起情報等）の内容、
個人情報の取扱いおよび申込内容が自らの意向（ニーズ）に沿ったもので
あることを確認・同意のうえ、契約者あて当制度への加入を申込みます。

ご 署 名

お  申  込  内  容

性  別
男＝1
女＝2

元号 ：
生　年　月　日

新規＝1
増口＝2

制度区分
元号 年

フリガナ

姓 名

月 日昭和＝3
平成＝4
令和＝5

申込日
証券番号

被保険者番号

年　　　　月　　　　日

月払

所属コード
社員コード

被保険者名

円3 , 0 0 0 45

3 6 3 0 3 0 1 0 2

01010410
820520

キュウシュウ タロウ

1

1 4 0 5 0 3 0 5

令和 8 9 1

* *****************************
***********

*****
*****

申込
区分

新規加入の方新規加入の方

1068

3 9 0 0 0

九州    太郎

九州 太郎

4　　  6　　  10

加入申込書
団体積立終身保険

住友生命保険相互会社　行　

次のとおり申込みいたします。 申込みにあたり、 私は現在正常に勤務しています。

以下の者について加入資格を満たしていることを確認し、
下記申込日付にて当契約の加入を申込みます。

契約者
株式会社　クラフティア

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

元号 年 月 千 口 千 円 千 円

住友生命
使用欄ご加入年月

住友生命
使用欄

住友生命
使用欄ご加入年月

既加入口数
1口掛金額

お申込口数 お申込掛金額 合計掛金額

事務担当者氏名
 （ご記入ください。 ご記入に代わり押印でも結構です。）

ご契約者
ご使用欄

(会員番号等のチェックにご使用下さい)

ご
契
約
者
記
入
欄

ご
加
入
者 

（
被
保
険
者
） 

記
入
欄

九州 次郎

加入案内用資料を読み、重要な事項（契約概要・注意喚起情報等）の内容、
個人情報の取扱いおよび申込内容が自らの意向（ニーズ）に沿ったもので
あることを確認・同意のうえ、契約者あて当制度への加入を申込みます。

ご 署 名

お  申  込  内  容

性  別
男＝1
女＝2

元号 ：
生　年　月　日

新規＝1
増口＝2

制度区分
元号 年

フリガナ

姓 名

月 日昭和＝3
平成＝4
令和＝5

申込日
証券番号

被保険者番号

年　　　　月　　　　日

月払

所属コード
社員コード

被保険者名

円3 , 0 0 0 45

3 6 3 0 3 0 1 0 2

9 3 9 3 0 4 4 5 1 2 3

01010421
851193

キュウシュウ ジロウ

2

1 3 6 3 0 4 0 1

令和 8 9 1

* **********************************

申込
区分

増口の方増口の方

1068

35口 9 0 0 0 2 4 0 0 0

九州    次郎

募  集  締  切  日

募　集　期　間

引受保険会社（引受割合）

5％

20％

5％

2026年6月1日（月）～6月19日（金）
2026年6月19日（金）
2026年9月1日午後4時～1年間
2026年9月より毎月給与天引させていただきます。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （引受幹事保険会社）(50.0%)
東京海上日動火災保険株式会社(26.0%)　AIG損害保険株式会社(8.0%)　損害保険ジャパン株式会社(4.0%)
三井住友海上火災保険株式会社(10.0%)　日新火災海上保険株式会社(2.0%)

2026
年度

株式会社クラフティアおよび関連会社役職員の皆さまへ

※上記団体割引は、被保険者数1,000名以上5,000名未満で算出しています。

【ご注意】2025年10月商品改定により補償内容・保険料が変更になっております。
　　　　自動継続される方も必ず内容をご確認ください。

保険料の払込方法

新規加入・変更・解約される方のみ加入申込票に必要事項をご記入いただき署名のうえご提出ください。

加入申込票は株式会社 九電工ホーム 保険事業部までご提出ください。

20％

加 入 申 込 票

※この保険契約は6社による共同保険契約であり、各引受保険会社は引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は幹事会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支
　払いその他の業務を行っております。
※実際に引受けを行う保険会社、およびその引受割合は変更になる可能性があります。これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店
　または引受保険会社にお問合わせいただきますようお願いいたします。

年に1度の募集です。この機会に是非ご加入ください!!

※この保険は株式会社クラフティアを保険契約者とし、株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員を加入者とする「団体総合生活補償保険」の団体契約です。
※被保険者（補償の対象となる方）ご本人の範囲：株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員本人、役職員の配偶者、子ども、両親および兄弟姉妹、
　役職員と同居されている親族からお選びいただいた方「ご本人」です。

団体総合生活補償保険普通保険約款＋傷害補償（標準型）特約＋交通事故危険増額支払（保険金額別建用）特約＋日常生活賠償特約＋天災危険補償特約
団体総合生活補償保険普通保険約款＋傷害補償（標準型）特約＋交通事故危険のみ補償特約

団体総合生活補償保険のご案内団体総合生活補償保険のご案内

〈現契約適用割引〉 〈本募集の適用割引〉

団体割引 団体割引
損害率による割引が
適用になります。 損害率による割引が

適用になります。

保険期間（ご契約期間）

提　　出　　先

取扱代理店 株式会社 九電工ホーム
〒810-0011福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153
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乗車中のケガ 天災によるケガ スポーツ中のケガ

傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日、免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数90日、免責期間0日
＊上記記載の保険料は、団体割引20%（被保険者数1,000名以上5,000名未満）適用、損害率による割引5％を適用しています。
※入院中に受けた手術：傷害入院保険金日額×10
　　　　　　上記以外：傷害入院保険金日額×5

1
前年と同型で継続される場合も、継続後の保険料をご確認ください。

変更（増額、減額）の方は、各被保険者（補償の対象となる方）の型欄に変更
後の型をご記入ください。

・保険始期日時点で被保険者(補償の対象となる方)の年令が満15才未満の場合には、D型・4型にはご加入いただけません。
・ご加入にあたっては、加入者と被保険者が異なる場合には、被保険者の同意が必要となります。

ワイド補償コースD型、交通事故傷害補償コース4型ご加入の方へのご注意

上記保険料は、前年度の以下の職種級別ごとの人数等により平均して算出しております。被保険者の職種級別によって保険料は異なりませんが、加入申込票に記入
の職業名・職種名と職種級別が正しい内容になっているか、ご確認ください。下記についてご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受幹事保険会社まで
お問合わせください。
職種級別A…会社事務員、医師など下記職種級別B以外の職業従事者、および主婦・学生・無職者など
職種級別B…農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者（助手を含む）、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者
※告知していただいたご職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

もし、事故が起こった場合には、30日以内に各支店担当者を通じて所定の用紙で事故の報告をお願いいたします。
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

日常生活における法律上の損害賠償責任事故
（示談交渉サービスつき *）

＊上記記載の保険料は、団体割引20%（被保険者数1,000名以上 5,000名未満）、損害率による割引5％を適用しています。

おす
すめ

コース

日本国内・国外を問わず交通事故等で次のようなケガをしたとき、保険金をお支払いします。

※ ※ ※ ※

日常生活賠償特約の被保険者（補償の対象となる方）は、被保険者ご本人、被保険者ご本人の配偶者、被保険者ご本人ま
たは配偶者の同居の親族（6 親等内の血族および 3 親等内の姻族をいいます）および別居の未婚（これまでに婚姻歴
がないことをいいます）の子（下宿されている学生など）となります。
（※）被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者およ
　　び監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。

傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日、免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数90日、免責期間0日

交通事故傷害補償コースにご加入の方でワイド補償コースへ切替えの場合は、加入申込票
ワイド補償コースご記入欄へ加入型番をご記入のうえ、交通事故傷害補償コースご記入欄
の右端「解約」に○を記入してください。
(切替える全ての被保険者毎に○を記入してください。)

団体総合生活補償保険普通保険約款＋傷害補償（標準型）特約＋
交通事故危険増額支払（保険金額別建用）特約＋日常生活賠償特約
＋天災危険補償特約

日常生活賠償特約の被保険者（補償の対象となる方）の範囲

保険金額（免責金額0円）
日常生活賠償

※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合は、「お支払いする保険金および費用保険
金のご説明」をご確認ください。
※日常生活賠償について、上記事故例でも、事故状況等により、法律上の損害賠償責任が発生しな
い場合は、保険金をお支払いできない場合があります。
* 示談交渉サービスについて、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ
被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

（注）

D 型 (注)
（注）15才未満の方はご加入できません。

継続契約について、2026 年 9月1日補償開始のご契約および次年度以降については、ご加入内容の変更または継続しない旨のお申出のない
限り、ご継続時に株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員である場合に限り前回の保険契約と同一内容（注）の型で継続加入のお取扱いをいた
します。この場合、継続後の保険料は継続日現在の保険料率によって計算されます。
（注）傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、ご加入内容の変更となり、
　   改めてお手続きが必要です。この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。

自転車で他人にケガをさせた運転を誤って電柱に衝突 地震により家具が倒れてケガ スキー中の転倒によるケガ

日本国内で、電車
等を運行不能に
させたことによっ
て負担する法律上
の損害賠償も補
償します。

（※）

団体総合生活補償保険普通保険約款＋
傷害補償（標準型）特約＋
交通事故危険のみ補償特約

日本国内・国外を問わず、

などを補償します。

「交通事故・仕事中・ス
ポーツ中・旅行中」や
日常生活におけるケガ

天災によるケガ
（地震・噴火・津波）

日常生活における法律上
の損害賠償責任に対して

を限度に補償します。
1億円

ワイド補償コース
契約パターン A　型 B　型 C　型

補償項目

交通事故等の
場合

その他偶然な
事故

毎月の保険料

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

350万円 4,000円

150万円 1,500円

3,000円

1,000円

780万円 8,000円

330万円 3,000円

6,000円

2,000円

1,230万円 12,000円

530万円 4,500円

9,000円

3,000円

1,715万円 16,000円

715万円 6,000円

12,000円

4,000円

940円

1億円

1,790円

1億円

2,670円

1億円

3,560円

1億円

ご加入手続きについて

新規加入・変更・解約される方のみ加入申込票をご提出ください。
継続加入の方は特段のお申出がない限り、前年と同型で継続されます。

保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。

2 ワイド補償コースへのご加入をおすすめします。

3
4

日本国内・国外を問わず、交通事故等によるケガを補償します。
契約パターン

補償項目

保険金額

毎月の保険料

1　型 2　型 3　型 4　型
（注）15才未満の方はご加入できません。

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

680万円 9,000円 6,000円300万円 5,000円 3,000円 1,070万円 13,000円 9,000円 1,350万円 18,000円 12,000円

430円 880円 1,320円 1,750円

①交通乗用具に乗ったり運転している間の事故によるケガ
②乗客として駅の改札口を入ってから、改札口を出るまでの間の事故によるケガ
③交通乗用具と衝突したり接触したりして受けたケガ
④交通乗用具の火災によるケガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。

保険金請求について

事故報告は30日以内にお願いします

支払対象期間について
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院・通院を対象として、入院日数180日・通院日数は通算90日が限度と
なります（免責期間0日）。また入院・通院は同一の日に重複してのお支払いはいたしません。

保険金をお支払いできない主な場合 ワイド補償コース・交通事故傷害補償コース　共通
例えば以下のような場合には保険金をお支払いできません。
①被保険者（補償の対象となる方）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
②被保険者（補償の対象となる方）の故意または重大な過失
③無資格運転（無免許運転）、酒気帯び運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④地震もしくは噴火、またはこれらによる津波による事故（ワイド補償コースを除く）
⑤試運転、訓練、競技、興行のため乗物に乗っている間の事故
⑥脳疾患、病気、心神喪失
⑦医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛　　など

交通事故傷害補償コースワイド補償コース
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乗車中のケガ 天災によるケガ スポーツ中のケガ

傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日、免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数90日、免責期間0日
＊上記記載の保険料は、団体割引20%（被保険者数1,000名以上5,000名未満）適用、損害率による割引5％を適用しています。
※入院中に受けた手術：傷害入院保険金日額×10
　　　　　　上記以外：傷害入院保険金日額×5

1
前年と同型で継続される場合も、継続後の保険料をご確認ください。

変更（増額、減額）の方は、各被保険者（補償の対象となる方）の型欄に変更
後の型をご記入ください。

・保険始期日時点で被保険者(補償の対象となる方)の年令が満15才未満の場合には、D型・4型にはご加入いただけません。
・ご加入にあたっては、加入者と被保険者が異なる場合には、被保険者の同意が必要となります。

ワイド補償コースD型、交通事故傷害補償コース4型ご加入の方へのご注意

上記保険料は、前年度の以下の職種級別ごとの人数等により平均して算出しております。被保険者の職種級別によって保険料は異なりませんが、加入申込票に記入
の職業名・職種名と職種級別が正しい内容になっているか、ご確認ください。下記についてご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受幹事保険会社まで
お問合わせください。
職種級別A…会社事務員、医師など下記職種級別B以外の職業従事者、および主婦・学生・無職者など
職種級別B…農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者（助手を含む）、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者
※告知していただいたご職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

もし、事故が起こった場合には、30日以内に各支店担当者を通じて所定の用紙で事故の報告をお願いいたします。
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

日常生活における法律上の損害賠償責任事故
（示談交渉サービスつき *）

＊上記記載の保険料は、団体割引20%（被保険者数1,000名以上 5,000名未満）、損害率による割引5％を適用しています。

おす
すめ

コース

日本国内・国外を問わず交通事故等で次のようなケガをしたとき、保険金をお支払いします。

※ ※ ※ ※

日常生活賠償特約の被保険者（補償の対象となる方）は、被保険者ご本人、被保険者ご本人の配偶者、被保険者ご本人ま
たは配偶者の同居の親族（6 親等内の血族および 3 親等内の姻族をいいます）および別居の未婚（これまでに婚姻歴
がないことをいいます）の子（下宿されている学生など）となります。
（※）被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者およ
　　び監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。

傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日、免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数90日、免責期間0日

交通事故傷害補償コースにご加入の方でワイド補償コースへ切替えの場合は、加入申込票
ワイド補償コースご記入欄へ加入型番をご記入のうえ、交通事故傷害補償コースご記入欄
の右端「解約」に○を記入してください。
(切替える全ての被保険者毎に○を記入してください。)

団体総合生活補償保険普通保険約款＋傷害補償（標準型）特約＋
交通事故危険増額支払（保険金額別建用）特約＋日常生活賠償特約
＋天災危険補償特約

日常生活賠償特約の被保険者（補償の対象となる方）の範囲

保険金額（免責金額0円）
日常生活賠償

※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合は、「お支払いする保険金および費用保険
金のご説明」をご確認ください。
※日常生活賠償について、上記事故例でも、事故状況等により、法律上の損害賠償責任が発生しな
い場合は、保険金をお支払いできない場合があります。
* 示談交渉サービスについて、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ
被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

入院中に受
けた手術：傷
害入院保険
金日額×10

上記以外：傷
害入院保険
金日額×5

（注）

D 型 (注)
（注）15才未満の方はご加入できません。

継続契約について、2026 年 9月1日補償開始のご契約および次年度以降については、ご加入内容の変更または継続しない旨のお申出のない
限り、ご継続時に株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員である場合に限り前回の保険契約と同一内容（注）の型で継続加入のお取扱いをいた
します。この場合、継続後の保険料は継続日現在の保険料率によって計算されます。
（注）傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、ご加入内容の変更となり、
　   改めてお手続きが必要です。この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。

自転車で他人にケガをさせた運転を誤って電柱に衝突 地震により家具が倒れてケガ スキー中の転倒によるケガ

日本国内で、電車
等を運行不能に
させたことによっ
て負担する法律上
の損害賠償も補
償します。

（※）

団体総合生活補償保険普通保険約款＋
傷害補償（標準型）特約＋
交通事故危険のみ補償特約

日本国内・国外を問わず、

などを補償します。

「交通事故・仕事中・ス
ポーツ中・旅行中」や
日常生活におけるケガ

天災によるケガ
（地震・噴火・津波）

日常生活における法律上
の損害賠償責任に対して

を限度に補償します。
1億円

ワイド補償コース
契約パターン A　型 B　型 C　型

補償項目

交通事故等の
場合

その他偶然な
事故

毎月の保険料

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

350万円 4,000円

150万円 1,500円

3,000円

1,000円

780万円 8,000円

330万円 3,000円

6,000円

2,000円

1,230万円 12,000円

530万円 4,500円

9,000円

3,000円

1,715万円 16,000円

715万円 6,000円

12,000円

4,000円

940円

1億円

1,790円

1億円

2,670円

1億円

3,560円

1億円

ご加入手続きについて

新規加入・変更・解約される方のみ加入申込票をご提出ください。
継続加入の方は特段のお申出がない限り、前年と同型で継続されます。

保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。

2 ワイド補償コースへのご加入をおすすめします。

3
4

日本国内・国外を問わず、交通事故等によるケガを補償します。
契約パターン

補償項目

保険金額

毎月の保険料

1　型 2　型 3　型 4　型
（注）15才未満の方はご加入できません。

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

傷害死亡・
後遺障害
保険金額

傷　　害
入院保険
金 日 額

傷　　害
通院保険
金 日 額

傷　害
手　術
保険金

680万円 9,000円 6,000円300万円 5,000円 3,000円 1,070万円 13,000円 9,000円 1,350万円 18,000円 12,000円

430円 880円 1,320円 1,750円

①交通乗用具に乗ったり運転している間の事故によるケガ
②乗客として駅の改札口を入ってから、改札口を出るまでの間の事故によるケガ
③交通乗用具と衝突したり接触したりして受けたケガ
④交通乗用具の火災によるケガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。

保険金請求について

事故報告は30日以内にお願いします

支払対象期間について
事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院・通院を対象として、入院日数180日・通院日数は通算90日が限度と
なります（免責期間0日）。また入院・通院は同一の日に重複してのお支払いはいたしません。

保険金をお支払いできない主な場合 ワイド補償コース・交通事故傷害補償コース　共通
例えば以下のような場合には保険金をお支払いできません。
①被保険者（補償の対象となる方）の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
②被保険者（補償の対象となる方）の故意または重大な過失
③無資格運転（無免許運転）、酒気帯び運転、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④地震もしくは噴火、またはこれらによる津波による事故（ワイド補償コースを除く）
⑤試運転、訓練、競技、興行のため乗物に乗っている間の事故
⑥脳疾患、病気、心神喪失
⑦医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛　　など

交通事故傷害補償コースワイド補償コース
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【取扱代理店】 【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（引受幹事保険会社）
福岡営業開発部 営業開発第二課
〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目11番1号　ONE FUKUOKA BLDG.
TEL050-3461-8245

ご加入にあたってのご注意

株式会社 九電工ホーム
〒810-0011 福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153

■このパンフレットは、「団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。
　ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受幹事保険会社まで
ご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受幹事保険会社にお問合わせください。
■他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除する
ことがありますのでご注意ください。
■万一事故が起こった場合には30日以内に取扱代理店または引受幹事保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて
保険金をお支払いする場合があります。
■ご加入の後に次の通知事項が発生したときは、遅滞なく取扱代理店または引受幹事保険会社へご連絡ください。
　被保険者本人の職業・職務を変更した場合（ワイド補償コースにご加入された場合）
　（注）ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
■加入申込票記載事項（職種・年令・他保険加入状況・保険金請求歴等）等によりご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめ
ご了承ください。
■引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、「損害保険契約者保
護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等はケガの補償については80％（注）まで補償されます。（注）破綻前に発生した事故および破綻時から3か月
までに発生した事故による保険金は100％補償されます。ケガの補償以外の保険金、解約返れい金等の補償割合は取扱代理店または引受幹事保険会社にお問合わせください。
■団体総合生活補償保険のご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者 （株式会社クラフティア）に交付されます。
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【取扱代理店】 【引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（引受幹事保険会社）
福岡営業開発部 営業開発第二課
〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目11番1号　ONE FUKUOKA BLDG.
TEL050-3461-8245

ご加入にあたってのご注意

株式会社 九電工ホーム
〒810-0011 福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153

■このパンフレットは、「団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。
　ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受幹事保険会社まで
ご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受幹事保険会社にお問合わせください。
■他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除する
ことがありますのでご注意ください。
■万一事故が起こった場合には30日以内に取扱代理店または引受幹事保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて
保険金をお支払いする場合があります。
■ご加入の後に次の通知事項が発生したときは、遅滞なく取扱代理店または引受幹事保険会社へご連絡ください。
　被保険者本人の職業・職務を変更した場合（ワイド補償コースにご加入された場合）
　（注）ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
■加入申込票記載事項（職種・年令・他保険加入状況・保険金請求歴等）等によりご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめ
ご了承ください。
■引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、「損害保険契約者保
護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等はケガの補償については80％（注）まで補償されます。（注）破綻前に発生した事故および破綻時から3か月
までに発生した事故による保険金は100％補償されます。ケガの補償以外の保険金、解約返れい金等の補償割合は取扱代理店または引受幹事保険会社にお問合わせください。
■団体総合生活補償保険のご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者 （株式会社クラフティア）に交付されます。

2423

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社



 

(2026年5月承認）A26-100331 (2026年5月承認）A26-100331 2625

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社



 

(2026年5月承認）A26-100331 (2026年5月承認）A26-100331 2625

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社



https://www.aioinissaydowa.co.jp/

(2026年5月承認）A26-100331 (2026年5月承認）A26-100331 2827

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社



https://www.aioinissaydowa.co.jp/

(2026年5月承認）A26-100331 (2026年5月承認）A26-100331 2827

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社

団
体
総
合
生
活
補
償
保
険

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社



 

0120-101-060
9 00 17 00 

 

 

0120-985-024
 

 

  
  

0570-022-808
9:15 17:00  

 
03-4332-5241

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

  

 
 

(2026年5月承認）A26-100331

(2026年5月承認）A26-100331

健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）
ホームヘルパーサポート（ホームヘルパー業者のご紹介）
暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）

サービスのご案内

【生活安心サポート】

歩行機能分析
口腔機能分析

【CareWiz トルト for me】

ワイド補償コース,交通事故傷害補償コースに加入された被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスをご利用いただけます。

※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※「生活安心サポート」は保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用
できない場合があります。
※「生活安心サポート」はサービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※「CareWiz トルト for me」のご利用にあたっては、スマートフォンなどが必要です。
※「CareWiz トルト for me」の分析結果はあくまでも目安であり、ご利用者の状態を断定するものではありません。
※「CareWiz トルト for me」のサービス利用料は無料ですが、通信料はサービス利用者負担となります。また、保険期間中の利用回数に制限は
ありません。
※上記は「生活安心サポート」「CareWiz トルト for me」の概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加
入後に交付される加入者証または「団体総合生活補償保険サービスガイド」でご確認ください。
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(2026年5月承認）A26-100331

健康・医療ご相談（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）
ホームヘルパーサポート（ホームヘルパー業者のご紹介）
暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談（法律のご相談／税務のご相談）

サービスのご案内

【生活安心サポート】

歩行機能分析
口腔機能分析

【CareWiz トルト for me】

ワイド補償コース,交通事故傷害補償コースに加入された被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスをご利用いただけます。

※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※「生活安心サポート」は保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用
できない場合があります。
※「生活安心サポート」はサービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※「CareWiz トルト for me」のご利用にあたっては、スマートフォンなどが必要です。
※「CareWiz トルト for me」の分析結果はあくまでも目安であり、ご利用者の状態を断定するものではありません。
※「CareWiz トルト for me」のサービス利用料は無料ですが、通信料はサービス利用者負担となります。また、保険期間中の利用回数に制限は
ありません。
※上記は「生活安心サポート」「CareWiz トルト for me」の概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加
入後に交付される加入者証または「団体総合生活補償保険サービスガイド」でご確認ください。
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株式会社 九電工ホーム
〒810-0011福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153

2026
年度

ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（引受幹事保険会社）(90.0%)

株式会社クラフティアおよび関連会社役職員の皆さまへ

この保険は株式会社クラフティアを保険契約者とし、株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員を加入者とする「ゴルファー賠償責
任保険特約セット団体総合生活補償保険」の団体契約です。

加入申込票は株式会社 九電工ホーム 保険事業部までご提出ください。

※上記団体割引は、被保険者（補償の対象となる方）数1,000名以上5,000名未満で算出しています。

※この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。あいおいニッセイ
　同和損害保険株式会社は幹事会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を
　行っております。

日新火災海上保険株式会社(10.0%)

※実際に引受けを行う保険会社、およびその引受割合は変更になる可能性があります。これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店また
　は引受保険会社にお問合わせいただきますようお願いいたします。

団体割引20％、損害率による割引5％ 適用

「加入申込票」に必要事項をご記入いただき、ご署名（フルネーム）のうえご提出ください。
※従来の内容でご継続される場合は、自動継続となりますので、加入申込票をご提出していた
　だく必要はありません。

団 体 総 合 生 活 補 償 保 険 加 入 申 込 票 記 入 例

【加入申込日】
加入申込票に記入され
た日をご記入ください。

【加入区分】
該当に○印をしてください。
　新規：新規でご加入される場合　　
　変更：従来の内容を変更される場合 ※被保険者単位で脱退の場合は、「変更」に○印をして、脱退する被保険者欄の

　区分「解約」に○印をご記入ください。

　全員解約：被保険者全員を解約される場合

【被保険者欄】
補償の対象となる方のお名前、生年月日、性別、団体との
関係、(ワイド補償コースのみ)職種級別をご記入ください。

【新規または変更後のご加入の型欄】
新規にご加入の場合、または型変更の
場合にご記入ください。

【区分欄（ワイド補償コー
ス：解約欄）】
継続されない場合に○をご記入
ください。

【他の保険契約等欄】
有の場合、ご記入ください。

【区分欄（交通事故傷害
補償コース：解約欄）】
継続されない場合に○をご
記入ください。また交通事故
傷害補償コースからワイド
補償コースへ切替える場合
にも○をご記入ください。

【加入申込人本人】
加入申込人について下記項目をご記入ください。
・住所（カナ）
・氏名（カナ・漢字）

・所属コード（勤務先）
・社員番号

※漢字欄には申込人ご自身がご署名（フルネーム）ください。

【保険金請求歴】
過去３年以内にケガまたは事故で保険金（合計し
て５万円以上）を請求または受領したことがある方
は、被保険者ご本人ごとに詳細をご記入ください。

記入内容を訂正される場合は、二重線で抹消しフルネーム署名で訂正いただき、正しい内容をご記入ください。

申込人欄に生年月日・性別をご記入のうえ、署名をお願いいたします。共通記入項目
新規にご加入される場合記入例1

❶加入区分欄の「新規」に〇をしてください。
❷新規にご加入される型をご記入ください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。
❻被保険者欄に補償の対象となる方のお名前、生年月日、性別、団体
　との関係、職業名・職種名（カナ）、職種コードをご記入ください。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❷変更後のご加入の型欄（ワイド補償コース）に変更後の型をご記入
　ください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❷変更後のご加入の型欄（交通事故傷害補償コース）に変更後の型
　をご記入ください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❸❹区分欄（解約欄）に解約される方のみ〇印をしてください。

❶加入区分欄の「全員解約」に〇印をしてください。
　その他の記入は不要です。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❷変更後のご加入の型欄（ワイド補償コース）にご加入の型をご記入
　ください。
❸区分欄（交通事故傷害補償コース：解約欄）に〇印をしてください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。
❻被保険者欄に補償の対象となる方のお名前、生年月日、性別、団
　体との関係、職種名・職業名（カナ）、職種コードをご記入ください。

ご加入内容を変更される場合記入例2
2 - イ 交通事故傷害補償コースからワイド補償コースへ

切り替えの場合

2 - ロ 型を変更される場合（ワイド補償コース）

2 - ハ 型を変更される場合（交通事故傷害補償コース）

2 - ニ 一部の方のみ解約される場合

全員解約される場合記入例3

年に1度の募集です。
この機会に是非ご加入ください!!

募  集  締  切  日

募　集　期　間 2026年6月1日（月）～6月19日（金）

2026年6月19日（金）

2026年9月1日午後4時～1年間

2026年11月に給与天引させていただきます。（一時払）保険料の払込方法

保険期間（ご契約期間）

（団体総合生活補償保険用）（団体総合生活補償保険用）

引受保険会社（引受割合）

取扱代理店

団体ゴルファー保険のご案内団体ゴルファー保険のご案内

費用補償特約

セット

ホールインワン・
アルバトロス

【ご注意】2025年10月商品改定により補償内容・保険料が変更になっております。
　　　　自動継続される方も必ず内容をご確認ください。
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株式会社 九電工ホーム
〒810-0011福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153

2026
年度

ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（引受幹事保険会社）(90.0%)

株式会社クラフティアおよび関連会社役職員の皆さまへ

この保険は株式会社クラフティアを保険契約者とし、株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員を加入者とする「ゴルファー賠償責
任保険特約セット団体総合生活補償保険」の団体契約です。

加入申込票は株式会社 九電工ホーム 保険事業部までご提出ください。

※上記団体割引は、被保険者（補償の対象となる方）数1,000名以上5,000名未満で算出しています。

※この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。あいおいニッセイ
　同和損害保険株式会社は幹事会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を
　行っております。

日新火災海上保険株式会社(10.0%)

※実際に引受けを行う保険会社、およびその引受割合は変更になる可能性があります。これらに係る確定内容を知りたい場合には、取扱代理店また
　は引受保険会社にお問合わせいただきますようお願いいたします。

団体割引20％、損害率による割引5％ 適用

「加入申込票」に必要事項をご記入いただき、ご署名（フルネーム）のうえご提出ください。
※従来の内容でご継続される場合は、自動継続となりますので、加入申込票をご提出していた
　だく必要はありません。

団 体 総 合 生 活 補 償 保 険 加 入 申 込 票 記 入 例

【加入申込日】
加入申込票に記入され
た日をご記入ください。

【加入区分】
該当に○印をしてください。
　新規：新規でご加入される場合　　
　変更：従来の内容を変更される場合 ※被保険者単位で脱退の場合は、「変更」に○印をして、脱退する被保険者欄の

　区分「解約」に○印をご記入ください。

　全員解約：被保険者全員を解約される場合

【被保険者欄】
補償の対象となる方のお名前、生年月日、性別、団体との
関係、(ワイド補償コースのみ)職種級別をご記入ください。

【新規または変更後のご加入の型欄】
新規にご加入の場合、または型変更の
場合にご記入ください。

【区分欄（ワイド補償コー
ス：解約欄）】
継続されない場合に○をご記入
ください。

【他の保険契約等欄】
有の場合、ご記入ください。

【区分欄（交通事故傷害
補償コース：解約欄）】
継続されない場合に○をご
記入ください。また交通事故
傷害補償コースからワイド
補償コースへ切替える場合
にも○をご記入ください。

【加入申込人本人】
加入申込人について下記項目をご記入ください。
・住所（カナ）
・氏名（カナ・漢字）

・所属コード（勤務先）
・社員番号

※漢字欄には申込人ご自身がご署名（フルネーム）ください。

【保険金請求歴】
過去３年以内にケガまたは事故で保険金（合計し
て５万円以上）を請求または受領したことがある方
は、被保険者ご本人ごとに詳細をご記入ください。

記入内容を訂正される場合は、二重線で抹消しフルネーム署名で訂正いただき、正しい内容をご記入ください。

申込人欄に生年月日・性別をご記入のうえ、署名をお願いいたします。共通記入項目
新規にご加入される場合記入例1

❶加入区分欄の「新規」に〇をしてください。
❷新規にご加入される型をご記入ください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。
❻被保険者欄に補償の対象となる方のお名前、生年月日、性別、団体
　との関係、職業名・職種名（カナ）、職種コードをご記入ください。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❷変更後のご加入の型欄（ワイド補償コース）に変更後の型をご記入
　ください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❷変更後のご加入の型欄（交通事故傷害補償コース）に変更後の型
　をご記入ください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❸❹区分欄（解約欄）に解約される方のみ〇印をしてください。

❶加入区分欄の「全員解約」に〇印をしてください。
　その他の記入は不要です。

❶加入区分欄の「変更」に〇印をしてください。
❷変更後のご加入の型欄（ワイド補償コース）にご加入の型をご記入
　ください。
❸区分欄（交通事故傷害補償コース：解約欄）に〇印をしてください。
❺他の保険契約等欄にご記入ください（有の場合）。
❻被保険者欄に補償の対象となる方のお名前、生年月日、性別、団
　体との関係、職種名・職業名（カナ）、職種コードをご記入ください。

ご加入内容を変更される場合記入例2
2 - イ 交通事故傷害補償コースからワイド補償コースへ

切り替えの場合

2 - ロ 型を変更される場合（ワイド補償コース）

2 - ハ 型を変更される場合（交通事故傷害補償コース）

2 - ニ 一部の方のみ解約される場合

全員解約される場合記入例3

年に1度の募集です。
この機会に是非ご加入ください!!

募  集  締  切  日

募　集　期　間 2026年6月1日（月）～6月19日（金）

2026年6月19日（金）

2026年9月1日午後4時～1年間

2026年11月に給与天引させていただきます。（一時払）保険料の払込方法

保険期間（ご契約期間）

（団体総合生活補償保険用）（団体総合生活補償保険用）

引受保険会社（引受割合）

取扱代理店

団体ゴルファー保険のご案内団体ゴルファー保険のご案内

費用補償特約

セット

ホールインワン・
アルバトロス

【ご注意】2025年10月商品改定により補償内容・保険料が変更になっております。
　　　　自動継続される方も必ず内容をご確認ください。
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〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目11番1号　ONE FUKUOKA BLDG.
TEL050-3461-8245

ゴルフのプレー•練習中に発生した他人に対する賠
償事故やご自身の傷害事故はもちろん、ゴルフ場敷
地内での用品の盗難に対しても保険金をお支払いし
ます。
ホールインワンまたはアルバトロス達成による祝賀
会などの費用もお支払いの対象です。
団体割引20％、損害率による割引5％を適用してお
りますので、一般でご加入されるより割安な保険料で
ご加入になれます。
補償内容をご確認のうえ、同一のコース名でご継続
される方は、自動継続となりますので、加入申込票を
ご提出していただく必要はありません。

●

●

●

●

ゴルフの練習中、競技
中または指導中に発生
した偶然な事故により
他人の身体の障害また
は他人の財物の損壊に
ついて法律上の損害賠
償責任を負担することによって損害を被った場
合、保険金をお支払いします。
＊示談交渉サービスについて、話し合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要
　に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

日本国内の9ホール
以上を有するゴルフ
場において、ゴルフ
競技中にホールイン
ワンまたはアルバト
ロスを達成し、費用
を負担した場合、保
険金をお支払いします。（実費）

法律上の損害賠償

ゴルフ場敷地内において、
ゴルフ用品に次のいず
れかによって損害が発
生した場合、保険金をお
支払いします。
①ゴルフ用品の盗難（注）
②ゴルフクラブの破損
　または曲損

ゴルフ場敷地内において、
ゴルフの練習中、競技中
または指導中に急激かつ
偶然な外来の事故によっ
てその身体にケガを被っ
た場合、各保険金をお支
払いします。

ご自身の傷害
（ゴルファー傷害補償特約）

（注）ゴルフボールについては、他のゴルフ用品と同時に発生した場合のみ補償対象
　　  となります。

（ゴルファー賠償責任保険特約（示談交渉サービス付き））

用品の損害 ホールインワン費用およびアルバトロス費用
（ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

（団体総合生活補償保険用））
（ゴルフ用品補償特約）

※補償内容、保険金をお支払いする主な場合・お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額・保険金をお支払い
　できない主な場合は、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明（団体ゴルファー保険）」をご覧ください。

傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日・免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数90日・免責期間0日

団体ゴルファー保険（ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険）

●下記からお選びいただいた方が被保険者ご本人となります。
株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員および配偶者、子ども、両親および兄弟姉妹、役職員と同居している親族
※ゴルファー賠償責任保険金については、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、
　その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を
　被保険者とします。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（引受幹事保険会社）
福岡営業開発部 営業開発第二課

募 集 締 切 日

※上記保険料は、団体割引20％（被保険者数1,000名以上5,000名未満）、損害率による割引5％適用の保険料です。

2026 年 6月1日（月）～2026 年 6月19日（金）

2026 年 6月19日（金）

継続しない場合や変更のある場合はお申出ください。
ご加入内容の変更または継続しない旨のお申出のない限り、保険契約の満了する日と同一内容で
継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日現在の保険料率によって
計算されます。（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについては、ご継続を中止させていただ
くことがあります。
この保険の対象となるゴルフにはケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類
似のスポーツは含まれません。

他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入
していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
加入申込票記載事項（年令・他保険加入状況・保険金請求歴等）等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限さ
せていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●

●

一時払…2026年11月の給与より引去り

保　険　期　間
(ご契約期間)

60万円 35万円 15万円 5万円

保
険
金
額（
ご
契
約
金
額
）

30万円 30万円 20万円 10万円

一時払保険料 10,000 7,000 4,000 2,000

（免責金額（自己負担額）：0円） 1億円 1億円 5,000万円 3,000万円
傷害死亡・後遺障害

保険金額 600 500 400 220
傷害入院保険金
（日額） 8,500 7,000 6,000 4,500

傷害通院保険金
（日額） 4,600 3,600 2,700 1,600

傷害手術保険金

ゴルフ用品保険金額

ホールインワン・
アルバトロス費用保険金額

【入院中の手術】傷害入院保険金日額の10倍【入院中以外の手術】傷害入院保険金日額の5倍

ゴルファー賠償責任保険金額

契約パターン

被保険者の範囲
(補償の対象となる方)

募　集　種　目

募　集　期　間

お申し込み方法

保 険 料 払 込

ご 注 意 事 項

2026年9月1日午後4時～1年間

加入申込票（別紙）に必要事項を記入のうえ、（株）九電工ホーム 保険事業部までご提出ください。

株式会社 九電工ホーム
〒810-0011福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153

取扱代理店

引受保険会社

●

●

団体ゴルファー保険の魅力

主な事故の内容と保険金お支払例

保険金額（ご契約金額）とコース別保険料
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〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目11番1号　ONE FUKUOKA BLDG.
TEL050-3461-8245

ゴルフのプレー•練習中に発生した他人に対する賠
償事故やご自身の傷害事故はもちろん、ゴルフ場敷
地内での用品の盗難に対しても保険金をお支払いし
ます。
ホールインワンまたはアルバトロス達成による祝賀
会などの費用もお支払いの対象です。
団体割引20％、損害率による割引5％を適用してお
りますので、一般でご加入されるより割安な保険料で
ご加入になれます。
補償内容をご確認のうえ、同一のコース名でご継続
される方は、自動継続となりますので、加入申込票を
ご提出していただく必要はありません。

●

●

●

●

ゴルフの練習中、競技
中または指導中に発生
した偶然な事故により
他人の身体の障害また
は他人の財物の損壊に
ついて法律上の損害賠
償責任を負担することによって損害を被った場
合、保険金をお支払いします。
＊示談交渉サービスについて、話し合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要
　に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

日本国内の9ホール
以上を有するゴルフ
場において、ゴルフ
競技中にホールイン
ワンまたはアルバト
ロスを達成し、費用
を負担した場合、保
険金をお支払いします。（実費）

法律上の損害賠償

ゴルフ場敷地内において、
ゴルフ用品に次のいず
れかによって損害が発
生した場合、保険金をお
支払いします。
①ゴルフ用品の盗難（注）
②ゴルフクラブの破損
　または曲損

ゴルフ場敷地内において、
ゴルフの練習中、競技中
または指導中に急激かつ
偶然な外来の事故によっ
てその身体にケガを被っ
た場合、各保険金をお支
払いします。

ご自身の傷害
（ゴルファー傷害補償特約）

（注）ゴルフボールについては、他のゴルフ用品と同時に発生した場合のみ補償対象
　　  となります。

（ゴルファー賠償責任保険特約（示談交渉サービス付き））

用品の損害 ホールインワン費用およびアルバトロス費用
（ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

（団体総合生活補償保険用））
（ゴルフ用品補償特約）

※補償内容、保険金をお支払いする主な場合・お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額・保険金をお支払い
　できない主な場合は、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明（団体ゴルファー保険）」をご覧ください。

傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日・免責期間0日
傷害通院保険金支払対象期間180日・支払限度日数90日・免責期間0日

団体ゴルファー保険（ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険）

●下記からお選びいただいた方が被保険者ご本人となります。
株式会社クラフティアおよび関連会社の役職員および配偶者、子ども、両親および兄弟姉妹、役職員と同居している親族
※ゴルファー賠償責任保険金については、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、
　その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を
　被保険者とします。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（引受幹事保険会社）
福岡営業開発部 営業開発第二課

募 集 締 切 日

※上記保険料は、団体割引20％（被保険者数1,000名以上5,000名未満）、損害率による割引5％適用の保険料です。

2026 年 6月1日（月）～2026 年 6月19日（金）

2026 年 6月19日（金）

継続しない場合や変更のある場合はお申出ください。
ご加入内容の変更または継続しない旨のお申出のない限り、保険契約の満了する日と同一内容で
継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日現在の保険料率によって
計算されます。（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについては、ご継続を中止させていただ
くことがあります。
この保険の対象となるゴルフにはケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類
似のスポーツは含まれません。

他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入
していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
加入申込票記載事項（年令・他保険加入状況・保険金請求歴等）等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限さ
せていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●

●

一時払…2026年11月の給与より引去り

保　険　期　間
(ご契約期間)

60万円 35万円 15万円 5万円

保
険
金
額（
ご
契
約
金
額
）

30万円 30万円 20万円 10万円

一時払保険料 10,000 7,000 4,000 2,000

（免責金額（自己負担額）：0円） 1億円 1億円 5,000万円 3,000万円
傷害死亡・後遺障害

保険金額 600 500 400 220
傷害入院保険金
（日額） 8,500 7,000 6,000 4,500

傷害通院保険金
（日額） 4,600 3,600 2,700 1,600

傷害手術保険金

ゴルフ用品保険金額

ホールインワン・
アルバトロス費用保険金額

【入院中の手術】傷害入院保険金日額の10倍【入院中以外の手術】傷害入院保険金日額の5倍

ゴルファー賠償責任保険金額

契約パターン

被保険者の範囲
(補償の対象となる方)

募　集　種　目

募　集　期　間

お申し込み方法

保 険 料 払 込

ご 注 意 事 項

2026年9月1日午後4時～1年間

加入申込票（別紙）に必要事項を記入のうえ、（株）九電工ホーム 保険事業部までご提出ください。

株式会社 九電工ホーム
〒810-0011福岡市中央区高砂2丁目10番1号　TEL092（533）4153

取扱代理店

引受保険会社

●

●

団体ゴルファー保険の魅力

主な事故の内容と保険金お支払例

保険金額（ご契約金額）とコース別保険料
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ご加入にあたってのご注意
■

■

このパンフレットは「ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事

項のご説明」をご覧ください。詳しくは「「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受幹事保険会

社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受幹事保険会社にお問合わせください。

この保険の「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」および保険証券は、保険契約者（株式会社クラフティア）に交付されます。
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https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

 
 

 
 

【加入申込日】
加入申込票に記入され
た日をご記入ください。

【加入区分】
該当に○印をしてください。
　新規：新規でご加入される場合　　
　変更：従来の内容を変更される場合 ※被保険者単位で解約の場合は、「変更」に○印をして、解約する被保険者欄の

　区分「解約」に○印をご記入ください。

　全員解約：被保険者全員を解約される場合

【加入申込人本人】
加入申込人について下記項目をご記入ください。
・住所（カナ・漢字）
・氏名（カナ・漢字）

・所属コード（勤務先）
・社員番号

※漢字欄には申込人ご自身がご署名（フルネーム）ください。

【被保険者欄】
被保険者（補償の対象となる方）について下記項目
をご記入ください。
・氏名（カナ）
・団体との関係（コード）

　　　
　

・ご加入パターン（セット名）

　1：団体の構成員　　0：役員、従業員
　上記「1」または「0」の
　2：配偶者　　3：こども　　4：両親　　5：兄弟姉妹　　6：同居の親族

【※他の保険契約等】
被保険者が同一である他の保険契約等、この保険と
同種の保険金が支払われる他の保険契約等がある
場合は、「有」に○印をし、詳細をご記入ください。

【保険金請求歴】
過去３年以内にケガまたは事故で保険金（合計して
５万円以上）を請求または受領したことがある方は、
被保険者ご本人ごとに詳細をご記入ください。

記入内容を訂正される場合は、二重線で抹消し
フルネーム署名で訂正いただき、正しい内容を
ご記入ください。

【合計保険料（一時払）】
保険料の合計金額をご記入ください。

「加入申込票」に必要事項をご記入いただき、ご署名（フルネーム）のうえご提出ください。
※補償内容を確認のうえ、同一のコース名でご継続される方は、自動継続となりますので、
　加入申込票をご提出していただく必要はありません。

記入内容を訂正される場合は、二重線で抹消しフルネーム署名で訂正いただき、正しい内容をご記入ください。

団体ゴルファー保険加入申込票記入例
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【加入申込日】
加入申込票に記入され
た日をご記入ください。

【加入区分】
該当に○印をしてください。
　新規：新規でご加入される場合　　
　変更：従来の内容を変更される場合 ※被保険者単位で解約の場合は、「変更」に○印をして、解約する被保険者欄の

　区分「解約」に○印をご記入ください。

　全員解約：被保険者全員を解約される場合

【加入申込人本人】
加入申込人について下記項目をご記入ください。
・住所（カナ・漢字）
・氏名（カナ・漢字）

・所属コード（勤務先）
・社員番号

※漢字欄には申込人ご自身がご署名（フルネーム）ください。

【被保険者欄】
被保険者（補償の対象となる方）について下記項目
をご記入ください。
・氏名（カナ）
・団体との関係（コード）

　　　
　

・ご加入パターン（セット名）

　1：団体の構成員　　0：役員、従業員
　上記「1」または「0」の
　2：配偶者　　3：こども　　4：両親　　5：兄弟姉妹　　6：同居の親族

【※他の保険契約等】
被保険者が同一である他の保険契約等、この保険と
同種の保険金が支払われる他の保険契約等がある
場合は、「有」に○印をし、詳細をご記入ください。

【保険金請求歴】
過去３年以内にケガまたは事故で保険金（合計して
５万円以上）を請求または受領したことがある方は、
被保険者ご本人ごとに詳細をご記入ください。

記入内容を訂正される場合は、二重線で抹消し
フルネーム署名で訂正いただき、正しい内容を
ご記入ください。

【合計保険料（一時払）】
保険料の合計金額をご記入ください。

「加入申込票」に必要事項をご記入いただき、ご署名（フルネーム）のうえご提出ください。
※補償内容を確認のうえ、同一のコース名でご継続される方は、自動継続となりますので、
　加入申込票をご提出していただく必要はありません。

記入内容を訂正される場合は、二重線で抹消しフルネーム署名で訂正いただき、正しい内容をご記入ください。

団体ゴルファー保険加入申込票記入例
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※(株) キューコーリースは団体積立終身保険の加入対象外です。

（株）陣内工務店

（株）スリーイン

（株）設備保守センター

（株）筑後電設

中央理化工業（株）

（株）チョーエイ

（株）長北電設

（株）ネット・メディカルセンター

（株）肥後設備

（株）福岡電設

（株）福設

（株）福東電設

扶桑工業（株）

（株）ベイサイドプレイス博多

（株）ポータル

（株）南九州電設

（株）みやえい

（株）明光社

（株）熊栄電設

（株）琉豊総合設備

（株）有明電設

（株）伊藤管工社

（株）大分電設

（株）オートメイション・テクノロジー

（株）鹿栄電設

隔測計装（株）

河内工業（株）

（株）きたせつ

九錦設備工業（株）

九興総合設備（株）

九設工業（株）

（株）九電工フレンドリー

（株）九電工ホーム

九電工北山観光（株）

（株）キューコーリース※

（株）キューティー

（株）Q-mast

（株）球磨電設

小寺電業（株）

三友電設（株）

（株）昭永電設

株式会社 九電工ホーム 保険事業部

安 心 プ ラ ンくらしの
2 0 2 6

クラフティアグループ社員のみなさまへ

●スーパーBグループ保険
●団体積立終身保険
●団体総合生活補償保険
●団体ゴルファー保険

申込書提出先 株式会社九電工ホーム 保険事業部

2026年度
保険募集案内
2026年度
保険募集案内

2026年

6/1月 6/19 金

募　集　期　間

クラフティア
グループ
会　社


